
東京から日本各地の空港へ低価格で故人様をお送り致します。

基本的に感染症等でご逝去された方は安全の為に飛行機会社はご遺体
の棺を空輸してくれません。死亡理由は診断書にある通りです。確認を！

死亡理由

荷受人

診断書

感染症等でご逝去された場合には、飛
行機による空輸は出来ません。

現地の飛行場で誰がご遺体を引き取
りにくるかを航空会社へ伝える。

死亡診断書のコピーを航空会社へ提
出します

送り先空港で棺を受け取りにくる人の情報を航空会社へ伝える為。この情
報がないと棺を飛行機に搭載できません（一般的には先方の葬儀社）

感染症等でない事を死亡診断書で確認する為に航空会社へ提出します。

死亡理由が感染症等では飛行に載せられません。

感染症等はあります？

死亡診断書は医師からもらっていますか？。
コピーをご用意下さい

死亡診断書のコピー？

送り先空港へご遺体を迎えにくる葬儀社は決まっ
ていますか？予め航空会社へ伝えう為です。。

葬儀社は決まってますか？

飛行機によるご遺体の空輸は飛行機によるご遺体の空輸は

＊東京近郊にお迎えに上がり、羽田空港より全国の空港までお送りします。

03-3328-097703-3328-0977

TOPへ戻る

ご遺体を空輸 ( 国内 ) で地元へご遺体を空輸 ( 国内 ) で地元へ

ご遺体の空輸へ

https://www.funeral.co.jp/catalog/options/syaryou/kuuyu.html
https://www.funeral.co.jp/index.html

